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３ 2025 年にめざすべき医療提供体制の方向性 

 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、東紀州区域については、平成 27

（2015）年から平成 37（2025）年の 10 年間で 11,500 人の人口減が見込まれていま

す。その後は５年ごとに約 4,500～6,000 人の人口減が見込まれています。 

また、65 歳以上 75 歳未満人口は平成 27（2015）年頃をピークに、75 歳以上人口

は平成 37（2025）年頃をピークに、その後減少していくことが見込まれています。 

以上により、当該区域の医療需要は減少していくことが予想されます。 

また、当該区域は高速道路の延伸により、救急車搬送時間の短縮が図られている

区域でもあります。 

 

一方、平成 27（2015）年度病床機能報告の状況からは、東紀州区域については回

復期機能の一層の充実が求められるといえます。 

 

 当該区域に所在する２つの基幹病院の急性期機能については、当面は維持してい

くこととし、その後、区域の人口動態などをふまえながら、機能分化・連携につい

て改めて検討していくこととします。 

 

尾鷲総合病院、紀南病院ともに、一定程度の回復期機能を確保することを検討し

ていきます。また、地域の実情をふまえた在宅医療の提供のあり方を検討していき

ます。なお、在宅医療を支えるためには、日々の救急医療体制の確保が不可欠です。 

 

尾鷲総合病院については、他の医療機関と連携しながら、脳卒中にかかる医療体

制の確保を図っていきます。 

 

紀南病院については、県南部の巡回診療、代診医派遣等のハブ機能を維持してい

くこととします。 

 

なお、伊勢赤十字病院、松阪区域の３つの基幹病院や隣接する和歌山県新宮医療

圏に所在する新宮市立医療センターとの連携を引き続き行っていくことを前提とし

ます。 

 

また、東紀州区域では、平成 25（2013）年の在宅医療等の医療需要（医療機関所

在地ベース）は、964.0 人/日ですが、平成 37（2025）年には 1,137.1 人/日になる

と見込まれています。在宅医療等の需要に対応するには、病床の機能分化・連携と

合わせて、在宅医療を担う医師をはじめとした医療従事者の確保に努めながら、在

宅医療や地域包括ケアシステムにかかる体制整備を進めていくことが重要であり、

医療機関、歯科医療機関、薬局などさまざまな関係機関および多職種が連携してい

く必要があります。 
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上記の詳細およびその他の病床を有する医療機関の機能については、将来にわた

る人口動態等をふまえながら、地域医療構想調整会議において引き続き検討してい

くこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


